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企
業
承
継
法
と
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決

―

商
法
二
〇
三
条
二
項
に
関
す
る
判
決
の
検
討―

一　

は
じ
め
に

　

わ
が
国
の
最
高
裁
判
所
は
、
平
成
の
世
を
迎
え
、
平
成
二
年（

１
）、

平
成
三
年（

２
）、

お
よ
び
平
成
九
年（

３
）に

、
商
法
二
〇
三
条
二
項
（
有
限

会
社
法
二
二
条
で
準
用
さ
れ
て
い
る
）
に
関
す
る
判
決
を
相
次
い
で
下
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
最
高
裁
第
三
小
法
廷
の
判
決
で
あ

る（
４
）。

　

私
は
、
企
業
承
継
法
の
研
究
を
実
質
的
に
は
昭
和
四
七
年
に
開
始
し
た
が
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
商
法
二
〇
三
条
二
項
に

関
す
る
東
京
地
裁
昭
和
四
五
年
一
一
月
一
九
日
判
決（

５
）に

つ
い
て
、
東
京
大
学
商
法
研
究
会
の
場
で
行
っ
た
判
例
評
釈（

６
）で

あ
る
。
こ
の

評
釈
に
お
い
て
、
株
式
や
持
分
の
相
続
を
め
ぐ
る
紛
争
の
多
く
は
、「
経
営
支
配
株
式
」
が
共
同
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
場
合
に
生

ず
る
の
で
、
相
続
株
式
の
帰
属
如
何
に
よ
り
紛
争
当
事
者
に
生
ず
る
利
害
得
失
、
ひ
い
て
は
会
社
内
部
へ
の
紛
争
の
波
及
と
い
う

「
相
続
問
題
か
ら
会
社
の
経
営
権
問
題
」
へ
と
発
展
し
た
紛
争
を
解
決
す
る
に
際
し
て
、
相
続
に
よ
る
準
共
有
の
状
態
に
あ
る
「
経

営
支
配
株
式
」
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
旨
を
述
べ
て
お
い
た
。
そ
し
て
、
最
初
の
本
格
的
な
学
術
論

文
と
し
て
発
表
し
た
の
が
、
拙
稿
「
株
式
・
持
分
の
相
続
準
共
有
と
権
利
行
使
者
の
法
的
地
位（

７
）」

で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
企
業

承
継
法
に
関
す
る
学
術
論
文
の
嚆
矢
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



76

　

し
か
し
、
企
業
承
継
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
決
、
と
り
わ
け
商
法
二
〇
三
条
二
項
（
有
限
会
社
法
二
二
条
）
を
明
示
的
に
取
り

扱
っ
た
判
決
は
長
い
間
存
在
せ
ず
、
昭
和
の
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
。
企
業
承
継
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
は
も
は
や
出
な
い
の
で
は
な

い
か
と
諦
め
始
め
た
と
き
に
、
平
成
二
年
お
よ
び
平
成
三
年
に
相
次
い
で
判
決
が
な
さ
れ
心
強
い
思
い
が
し
た
。
平
成
九
年
の
判
決

も
含
め
、
今
日
で
は
、
企
業
承
継
法
に
関
す
る
判
例
が
増
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の

最
高
裁
判
決
に
検
討
を
加
え
、
最
高
裁
第
三
小
法
廷
の
真
意
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う（

８
）。

　

そ
の
前
提
と
し
て
、
株
式
お
よ
び
有
限
会
社
の
持
分
の
相
続
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
株
式
に
つ
い
て
共
同
相
続
が
開
始
す
る
場

合
、
わ
が
国
の
判
例
は
、
共
同
相
続
人
間
に
相
続
分
に
応
じ
た
準
共
有
関
係
が
生
じ
、
株
式
は
金
銭
債
権
と
異
な
っ
て
、
相
続
分
に

応
じ
て
当
然
に
分
割
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
解
し
て
い
る（

９
）。

民
法
八
九
八
条
は
、
相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
相
続
財
産

は
、
そ
の
共
有
に
属
す
る
と
定
め
て
い
る
が
、
株
式
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
で
あ
る
か
ら
、
民
法
二
六
四
条
に
定
め
る
「
準
共

有
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
正
確
に
は
相
続
準
共
有
と
な
る
。
な
お
、
準
共
有
説
に
対
し
て
、
当
然
分
割
説
を
主
張
す
る
異
説（

10
）も

あ

る
が
、
こ
の
趣
旨
の
判
例
は
一
件
も
存
在
し
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
商
法
二
〇
三
条
二
項
は
、「
株
式
ガ
数
人
ノ
共
有
ニ
属
ス
ル
ト
キ
ハ
共
有
者
ハ
株
主
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ベ
キ
者
一

人
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
共
同
相
続
に
よ
っ
て
株
式
・
持
分
に
つ
い
て
準
共
有
が
生
ず
る
と
、
商
法
二

〇
三
条
二
項
（
有
限
会
社
法
二
二
条
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
権
利
行
使
者
に
よ
っ
て
の
み
株
主
と
し
て
の
権
利
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
権
利
行
使
者
が
選
定
さ
れ
な
い
と
き
は
、
本
稿
の
論
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
総
会
決
議
の
取

消
ま
た
は
無
効
・
不
存
在
の
確
認
を
求
め
る
株
主
の
権
利
を
準
共
有
者
は
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
解
す
る
の
が
従
来
の
通

説
で
あ
っ
た（

11
）。

　

し
か
し
、
株
式
・
持
分
の
共
同
相
続
人
（
準
共
有
者
）
が
、
権
利
行
使
者
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
株
主
総
会
の
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決
議
不
存
在
確
認
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
か
否
か
が
、
最
高
裁
第
三
小
法
廷
で
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
平
成
二
年
一
二
月
四

日
に
判
決
が
な
さ
れ
た
。

（
1
）　

最
高
裁
平
成
二
年
一
二
月
四
日
判
決
民
集
四
四
巻
九
号
一
一
六
五
頁
。

（
2
）　

最
高
裁
平
成
三
年
二
月
一
九
日
判
決
判
時
一
三
八
九
号
一
四
〇
頁
。

（
3
）　

最
高
裁
平
成
九
年
一
月
二
八
日
判
決
判
時
一
五
九
九
頁
一
三
九
頁
・
金
商
判
一
〇
一
九
号
二
〇
頁
。

（
4
）　

因
み
に
、
裁
判
長
は
、
平
成
二
年
判
決
園
部
逸
夫
裁
判
官
、
平
成
三
年
判
決
可
部
恒
雄
裁
判
官
、
平
成
九
年
判
決
可
部
恒
雄
裁
判
官
で

あ
る
。

（
5
）　

下
民
二
一
巻
一
一
・
一
二
号
一
四
四
七
頁
。

（
6
）　

ジ
ュ
リ
五
四
七
号
一
一
頁
。

（
7
）　
『
八
十
年
代
商
事
法
の
諸
相
』
鴻
常
夫
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
二
三
一
頁
以
下
（
昭
和
六
〇
年
一
月
）、
拙
著
『
企
業
承
継
法
の
研
究
』

一
二
七
頁
所
収
。

（
8
）　

既
に
拙
稿
「
商
法
二
〇
三
条
二
項
と
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決―

平
成
九
年
一
月
二
八
日
判
決
ま
で
の
軌
跡―

」
判
タ
九
三
七
号

七
二
頁
（
平
成
九
年
七
月
）・
拙
著
『
中
小
会
社
法
の
研
究
』〔
一
七
五
頁
所
収
〕
を
発
表
済
み
で
あ
る
が
、
本
稿
は
角
度
を
変
え
て
再
検
討

を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
9
）　

最
高
裁
平
成
二
年
一
二
月
四
日
判
決
は
、
参
照
判
例
と
し
て
最
判
昭
和
四
五
年
一
月
二
二
日
民
集
二
四
巻
一
号
一
頁
を
挙
げ
て
い
る
、

民
集
四
四
巻
九
号
一
一
六
七
頁
。

（
10
）　

出
口
正
義
「
株
式
の
共
同
相
続
と
商
法
二
〇
三
条
二
項
の
適
用
に
関
す
る
一
考
察
」
筑
波
法
政
一
二
号
七
四
頁
。
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会
社
法
の
制
定
と
企
業
承
継
法

一　

は
じ
め
に

　

平
成
一
七
年
六
月
二
九
日
、
従
来
の
会
社
に
関
す
る
諸
関
連
法
律
を
統
合
し
た
新
し
い
「
会
社
法
」
と
称
す
る
単
一
の
法
律
が
成

立
し
た
。
明
治
三
二
年
の
商
法
の
制
定
以
降
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
会
社
法
制
の
現
代
化
を
図
ろ
う
と
す
る
の
が
そ
の
主
要
な
目
的

で
あ
る
。
こ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
今
後
の
会
社
法
学
者
お
よ
び
企
業
法
務
の
実
務
家
の
検
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
大
改
正
が
比
較
的
短
期
間
の
間
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
一
応
評
価
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

法
制
審
議
会
会
社
法
（
現
代
化
関
係
）
部
会
の
部
会
長
を
務
め
た
江
頭
憲
治
郎
東
京
大
学
教
授
は
、
私
も
出
席
し
た
会
合
で
「
要

綱
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
条
文
に
定
め
ら
れ
て
い
る
し
、
反
対
に
、
要
綱
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
条
文
に
は
定
め
ら
れ
て
い

な
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、「
会
社
法
」
は
法
務
省
と
経
済
産
業
省
の
共
同
作
業
で
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
特
に
中
小
企
業
業
界
の
意
見
が
強
く
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
の
前
専
務
理
事

で
あ
る
田
勢
修
也
氏
が
中
小
企
業
団
体
を
代
表
す
る
唯
一
の
会
社
法
部
会
の
委
員
と
し
て
強
力
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
た
こ

と
は
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、「
非
公
開
会
社
法
」
の
一
分
野
と
し
て
の
「
企
業
承
継
法
」
に
つ
い
て
、
こ
の
新
し
い
﹇
会
社
法
﹈
に
お
い
て
ど
の
よ
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う
な
改
正
点
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
出
来
る
限
り
簡
潔
に
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
従
来
の
学
説
や
判
例
は
必
要
な
限
り

に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
と
し
、
改
正
法
の
適
用
に
お
け
る
問
題
点
に
焦
点
を
当
て
る
。
な
お
、「
会
社
法
」
は
平
成
一
八
年
五
月
以

降
に
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
と
い
う
。

二　

会
社
法
第
一
〇
六
条
（
旧
商
法
二
〇
三
条
二
項
）
に
つ
い
て

　

株
式
が
複
数
人
の
共
有
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
旧
商
法
二
〇
三
条
二
項
に
よ
り
、
会
社
に
対
し
て
権
利
を
行
使
す
る
者
（
権

利
行
使
者
）
一
人
を
選
び
、
こ
の
者
の
み
に
よ
っ
て
権
利
行
使
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
を
少
し
詳
細
に
説
明
す
る

と
、
株
式
会
社
の
株
式
と
有
限
会
社
の
持
分
は
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
と
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
続
人
が
複
数
で
共

同
相
続
と
な
る
場
合
に
は
、
死
亡
し
た
株
主
の
株
式
ま
た
は
社
員
の
持
分
に
つ
い
て
は
、
法
定
相
続
分
に
対
応
し
た
株
式
・
持
分
の

相
続
準
共
有
関
係
が
生
ず
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
民
法
（
明
治
二
九
年
法
律
第
八
九
号
）
は
、
平
成
一
六
年
に
現
代
語
化
さ
れ
た
が

（
平
成
一
六
年
法
律
第
一
四
七
号
）、
そ
の
第
八
九
八
条
は
、「
相
続
人
が
数
人
あ
る
と
き
は
、
相
続
財
産
は
、
そ
の
共
有
に
属
す
る
。」

と
定
め
て
い
る
。
こ
の
株
式
、
持
分
の
相
続
準
共
有
に
つ
い
て
、
株
式
・
持
分
の
共
有
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
旧
商
法
二
〇
三
条

（
旧
有
限
会
社
法
二
二
条
で
準
用
さ
れ
て
い
る
。）
が
適
用
さ
れ
、
企
業
承
継
に
関
し
て
特
別
の
法
律
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
株
式
・
持
分
の
共
同
相
続
に
よ
っ
て
相
続
準
共
有
関
係
が
生
ず
る
と
、
旧
商
法
二
〇
三
条
（
旧
有
限
会
社
法
二
二
条
）

が
適
用
に
な
る
。
旧
商
法
二
〇
三
条
二
項
は
、「
株
式
ガ
数
人
ノ
共
有
二
属
ス
ル
ト
キ
ハ
共
有
者
ハ
株
主
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ベ
キ
者

一
人
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
共
有
者
が
会
社
に
対
し
て
株
主
（
社
員
）
の
権
利
を
行
使
す
る
た

め
に
は
、
権
利
を
行
使
す
べ
き
者
（
権
利
行
使
者
と
い
う
。）
一
名
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
も
し
、
権
利
行
使
者
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が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
株
主
権
を
一
切
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
の
が
、
従
来
か
ら
の
最
高
裁
判
所
の
確
立

し
た
判
例
で
あ
る
。

　

会
社
法
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
付
随
的
な
規
定
か
ら
検
討
す
る
と
、
旧

商
法
二
〇
三
条
一
項
の
共
有
者
が
株
式
の
共
同
引
受
人
と
な
る
と
い
う
規
定
は
、
当
然
の
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
と
り
た
て

て
新
法
で
規
定
を
設
け
る
必
要
が
無
い
の
で
、
会
社
法
で
は
削
除
さ
れ
た
。
ま
た
第
三
項
の
会
社
の
方
か
ら
の
通
知
お
よ
び
催
告
は

共
有
者
の
中
の
一
人
に
な
さ
れ
れ
ば
足
り
る
旨
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
会
社
か
ら
の
通
知
お
よ
び
催
告
一
般
に
関
す
る
規
定
で
あ
る

第
一
二
六
条
三
項
・
四
項
と
し
て
ま
と
め
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

問
題
は
旧
商
法
二
〇
三
条
二
項
の
取
扱
い
で
あ
る
。
本
規
定
は
、
次
の
よ
う
に
単
一
の
条
文
に
改
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
会
社

法
一
〇
六
条
は
、
株
式
が
二
以
上
の
者
の
共
有
に
属
す
る
と
き
は
、
共
有
者
は
、
当
該
株
式
に
つ
い
て
の
権
利
を
行
使
す
る
者
一
人

を
定
め
、
株
式
会
社
に
対
し
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
通
知
し
な
け
れ
ば
、
当
該
株
式
に
つ
い
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
株
式
会
社
が
当
該
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
、
と
定
め
る
に
至
っ

た
。
こ
の
規
定
は
基
本
的
に
は
旧
商
法
二
〇
三
条
二
項
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
但
し
書
き
の
点
に
つ
い
て
説
明
が
必
要
で
あ

る
。

　

こ
の
説
明
の
前
に
旧
商
法
二
〇
三
条
を
準
用
し
て
い
た
有
限
会
社
法
二
二
条
に
つ
い
て
、
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
解
説
し
て
お

く
。
原
則
と
し
て
、
有
限
会
社
法
は
会
社
法
の
施
行
の
と
き
に
廃
止
さ
れ
る
。
し
か
し
、
会
社
法
の
施
行
日
（
平
成
一
八
年
度
中
と

予
想
さ
れ
て
い
る
）
に
現
に
存
在
す
る
有
限
会
社
は
、「
特
例
有
限
会
社
」
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
「
会
社
法

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
以
後
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
を
「
整
備

法
」
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
整
備
法
第
二
条
一
項
は
、
有
限
会
社
法
（
昭
和
一
三
年
法
律
第
七
四
号
）
が
第
一
条
三
号
で
廃
止
さ
れ


